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　近年 ， 医療にお い て

「

インフォ
ームド ・コ ンセン ト」 ，　 「患者の 自 己 決定権 」 な どと い

う言葉が一般的とな っ てき て いるが，不 妊症治療にお い て は比 較 的以前か ら ，こ の ような

考え 方が取 り入れ ら れて きて い たと言えよう，
「

不 妊症 」 は，病態その も の が子供が欲 し

い とい う 患者の意志と一体で あ り，夫婦に挙児希望が無けれ ば医 師を訪れ る機会は皆無で

あり，妊娠 ・出産 を希望 しない 夫婦 に医師が治療 を勧める勘要 も な い．挙児希望 があれ ば

児 を得る ための方法を 説明 し ， 患者 は自分の 意志でそ の 治療 を聞始する ことも，［‡〕断 ・終

了する こ とも 可能で あ る ．と こ ろ が ，こ の 自由性 が，　
「患者の 希望があ れ ば何 と してで も

妊娠を 」 とい っ た，医療の行 き 週ぎ を招〈落と し穴 と も な っ て い る．と く に最近の急速な

生殖医学の 進歩と A＄sisted 　ReDrOductl ＞e　TechnOlogy （ART ）の 普及に より ， た とえ

当事者の間で 同意に基づいた ことで も ，

一
般社会か らみ る と倫理的 ・社会的に問題がある

と考えられる 生命操作も出現 してき C い る，

　不 妊症治療に関 して ， わ が国 で は いま だ法的規制は な され て おら す，その治療法が法 に

照らして判断され ることは少ない．体外受精 ・胚移植などの ART につ い ての 規範 と言 え

るも のは ， Eヨ本産科婦人科学会 の会告の みである．倫理とい うものは時代とともに変化す

る と同時に，個人 によ っ ても異な っ て いる ．すなわ ち，「不妊症治療の倫理的問題 丿 にも

それぞれ絶対的な解答があるわ けで はない．以下の項目で は，不 妊症治療 の うぢ で その 是

非 を問わ れ る で あろう事例 を取 り上 げて み る．

■鮭 　
＝ ＝

直 禹 叢 一

　不妊症と は結婚後，
一

定期間を経 ても 妊娠成立をみない 夫婦と定義される が，診断 ・治

療の 対象は文字通 り
「

夫婦 」 で あ り ， 種々 の 治療万針決定に際 して ， 妻と同時に夫の理解

と同意を確認する ことが必要で ある．その 際，結婚とは通常 「法律婚 」 で，夫と は婚姻届

により戸籍 に記載 され た夫 を さすも の で あり ， El本産科婦人科学会では ， 体外受精 ・胚移

植の適応 は
「

婚姻して い る夫婦に限定する 」 との見解 を1983年に示 して い る．法律 の世界

で は ， 婚姻届 を出さぬ まま事実上の 夫婦生活を してい る
「

事実婚 」 と言われる状態 の夫婦

に対 して，これを法律婚 と同様 に認めようとする考え方が出て きて いる ．事実婚の 夫婦 に

も不妊症の 定義があて は まる の か ， また治療の対象となるのかは今後の課題で あろう．

　 また，日本産科婦人科 学会の 「体外受精 ・胚移植に 対する 見解 」 で は，そ の対象 を
「心

身 とも に妊 娠 ・分娩 ・育児 に耐 え う る状態 」 「こ あ るも の と限定 して いる ．周産期医学の 発

展 にと もな い，高齢や合併症を角す るハイリスク妊婦 「こ対 して も，より安全な 妊娠 週程
・

分娩 が期待で き る よう に な っ て き た　しか しな がら ，明ら か にハ イ リス ク 妊娠と な る可能

性が高い症例で も，不妊症治療の対 象となるの かどう かは問題と 言える ．少な くと も ， 不

妊症治療を開 始す る際 に は全身状態 をチ ェ ッ ク し，基礎疾患の有無の 把 握 と その 管理 を行

うことは必要と思わ れる．
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　Eヨ本産科婦人科 学会の
「体外 受精 ・

胚 移樋 「こ関する 見解 」 に，　
「
本法は，これ以外の 医

療行為 によ っ ては 妊娠成立 の 見込み が ない と判 断され る もの を対 象と する 」 と し ている．

不 妊症治療は まずll生交ク イ ミ ング指導に始 まり ，徐々 に 高度の 医療行為へ 進む べ きで あ る．

この時，どの時点で 治療 を打ち切る か を，常に考えて おく勘要がある．とくに，明 らかな

原因 の ない 長期不妊の 患者の すべ てが ， 体外 受精の 適応か否か は 考える余地があ る．

　子供 を持つ か持た ない かは最終的には夫婦の決める問題で あるが ， そ の決定には治療法

とそ の成功率などに関する専門的情報が不可欠である ．現在多く の不妊外来で ，医師が夫

婦の相談にのっ て いると考えられる が，医学的情報の提供以外の 問題につ いて も相談の で

きる場 が必要 であ ろう．

（1．ART ）

　生殖医学の 進歩 は，不妊症治療の あり方 に想像を絶する変化を与えた．表 1に種々の生

殖法を
一覧す るが，現在で は こ のすべ ての 方法が技術的に は可 能 であ り ， 社会的

・
倫理的

コ ンセ ンサ ス の有無の み が各 国［こ よる 施行実態の差異を規定 して い る．

（表 1 ） 種々 の 生殖法
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1．非配偶者間人工 授精 （AID）

　夫が生殖能力を欠く場合に，第三者よ り提供 された精子 を用い て 人工 授精する方法で，

アメ 1丿力で は AID に よる出生児数30万人 以 L， 日本 で も 1h 人以 上と推察 される．法 的
・社会的に は問 題 点も多く，さ らにわ が国で は精子提供 は認められ ，卵子提供が認められ

ない という矛盾点も浮 かび上がっ て きて いる．

2．精子 提供に よる体外受精

　日本産科婦人科学会で は認めてい ないが ， 日本国内で も ， 卵管 閉塞 ， 重症乏精子症の 夫

婦で顕 微授精を含む体外受精を G5回 以上行 っ た後 に，非配偶者精子 に よ る体外受精が実施

され た こ とがマス コ ミに とりあげら れた．

3．卵子提供による 体外受精

　日 本産科婦人科学会で は認めて い な い ．日本で は，20代の 早発閉 経と み ら れ る 患者が ア

メ リカ で妹よ り卵 子 の 提供 を受け，夫の 精子 で 受精 一胚移植を 受けて 帰国，1995年10月 に

出産 して いた こ とが報告され た．外国 （アメ 1丿力 ， イ ギ 1丿ス ， オ
ー

ス トラ リア な ど）で は

5D代，60代の 閉経 婦人に対す る胚矛多植も行 われ て いる ．
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4．代理田

　患者夫婦より採取 した精子 ・卵子 を用い た体外受精 によ り得られ た 受精卵を，第三者 の

子宮に移植 し て 出産 を依頼する場合 （hO＄t ・no．tbler）は ， 代理 母 と 出産 児 はなん ら遺伝

的関 連 は 無 い．こ れ に 対 し，夫 の 精 子 を妻 以外 の 第 三者 に人 工授 精 し児 を得 る 場合

（＄u 「［℃ gdte 　 m （りthe 「）に は，遺伝 仁の田と産み の田と は同
一

とな り，複 雑 な状 態をも た

ら す．1988年アメ リカ ・ニ ュ
ー

ジ ャ
ー

ジー州で 起きた ，代理田 による 出産児の依頼主へ の

引き渡 し拒杏 （ベ ビ ー・M 事件）は，こ の典型的事態 と考え られ る．代理 母 制度は 旧約 聖

書の時代か ら存在 し，わ が国で も家長制度の もと ，妻以外 の 女性 と の 間に 跡取 りを も う け

る こ とは，つ い数十年前まで 公に認められて きた．現代の代理田は，直接の性交渉を持た

ない 点が異なるが，むしろ安易な田体提供が商業主義 に利用 される こ と が問題と い える．

日本産科婦人科学会で は代理田 は認めておらす，イギ 1
丿スで も商業的な も の は禁止 され て

い るが，ア メ 1丿力 で は規制 はない．そのた め，日 本人夫婦 が外 国 「こま で代理田 を求め る状

況とな っ て おり ， 国際問題化 しつ つ ある，

〔1 ．凍結胚の使 用〕

　 Eヨ本産科 婦人科 学会の 見解で はそ の保存期間を 夫婦の婚姻の継 続期間内，田体の生殖年

齢内とし，移植の つ ど夫婦の 承諾をとること として いる が，澑外 で は ， 凍結胚 の 所有権が

争わ れ た例 がある ．日本でも ， 同時 1こ採卵した卵 か ら，年齢の違う 兄弟が 生まれたとい う

事例がある ．

〔皿．減数手術〕

　排 卵誘発剤を用い た不妊治療の結果と して ， 多胎妊 娠数が急速 ［こ増加 した，多胎妊娠は，

医学的 ・家庭的 ・経済的な種々 の問題 点を生 じさせる．こ の ような多 胎妊娠に対 して，

1986年，わ が国で 初め て減数手術を施行 した例が報告 された ．優生保護法で は こ の ような

事態 は想定され て おらす，したがっ て日本田性保護産婦人科医会は ，198ア年に
「
減数 手術

は優 生保護法に お け る人工 妊娠 ［P絶手術に 該 当せ す，堕 胎罪 の 適応 を受 け る可 能性 が あ

る 」 との見解を発表した．ア メ 1丿力 では ， 19ア3年の最高裁の 判決で 減数手術は合法と され ，

イギ リスで は196ノ年「こ中絶が合法化 された 後，1991年の 改正 で減数手術も 合法 化され た．

イ タ 1丿ア，フラ ン ス に おい て も妊娠 中絶 とともに減数 手術も合法 と されて い る．ま た

FIGO の倫理委員 会「こよる seiectrve 　red しctlOr
．
10f 　pr

・
e8nanoy に対 する 勧告 では，減数

手術を多 胎 妊娠の 予防の 代用 に考え るこ とを戒め なが ら も ， 間接的に 減数 手術の 存在 を 認

めて いる．国内 ぐ減数 手術が行われ 〔いる ことが新聞報 道 され て以来，多 胎 妊娠 の減数 手

術は医療関係者 以外の 間で も論議の 的とな り ， 1995年 日本産科婦入科学会，日本田性保護

産婦人科医会，日本不妊学会，Eヨ本受精着床学会などの関連学会横断でガイドライ ンづく

りを進 め る こと と し，また その横 討 の 〔‡〕で は法律 家や
一

般市民 の意見を聞 く場 を設ける こ

とも考慮 されて い る．

　多胎の原 因 と して，排卵誘発 剤使用 によ る 自然 性交 による も の とは 異な り，体外受精に

よ る多胎 は，胚 を い く つ 移植する か と い う 医 師の 直接的な判断の 結果で ある ，妊娠をめざ

す あ ま り，怕個以 上の 胚をネ多植 した ケー
ス も 報告さ れ て い る ，ヨ本産 科 婦 人科 学会で は

1995ff12月 に ， 体外受精に おい て 1回 にも どす受精卵の 数を，原則とし て 3個 まで にす る

よう に定めて いる 、

〔IV．着床前診断〕

　 近年 ， 長足の進歩をとげ た分子生物学的技術 を利用 し，卵割球を用いた遺伝子 診断が可

能とな っ た．しか しながら 日本に おい て体外受精は不妊症治療のみ に適応 され，遺伝子 異

常の診断 と発症回 避に は言及 され て いない，羊水診断 ・絨毛診断と較べれ ば，そ の 倫理 的
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有利 rl生に疑問の 余地は な く ， 学会の見解が待た れる ．

〔V ．男女産み分 け〕

　男女産み 分け は ， 人類の大きな 夢でも あ る．しか しなが ら ， 男女比の コ ン トロ
ー

ル は ，

健全な社会の維持に対 し多大な不利益 を生 じさ せ うる こ とは想像に余 りある．日本産科婦

人科 学会は ， 1986年 「パーコ ー
ル を用い ての ×Y 精子 選別法の臨床応用に対する 見解 」 を

発表 し，重篤な 伴性劣 ，1生遺伝性疾患の回避に限 っ て施行 を認めて きた．しか しながらパ
ー

コ ールの安全性が疑問視され，1994年よ りそ の使用を禁」上してい る．

〔1 ．遺伝〕

　体外受精の臨床応用が進む中で ，新 しい技法，とく に配偶孑 を直接操作する ような万法

が適用される たびに ， 遺伝的な異常が起 こるので はない か という疑問が投げか けられてき

た．幸い，今まで のとこ ろ，卵細 胞質 内精子注入法 （ICSI）を含む ART に よ り出生 した

児の予後 調査で は ， そ の遺伝的異常発生の割合は，自然妊娠にお け る異常発現 の期待値と

有意な差 はな い とする報告が多 い．しか し，乏精子症，排卵 障害 とい っ た親の形質がその

子に受け継がれるこ とは事実で あり，そ の ような観点から， 「不妊症治療 とは，本来淘汰

される べ き遺伝形質を後の 世代に残すことになる 」 とい う，不妊症治療その ものを否定す

る ような考え方 まである．

〔ll．健康保険〕

　現在，体外受精には保険適用は認められてい ない．排卵障害な どの他の不妊症治療 に は

保険が適用され る ため ， た とえ ば同 じよう に外来受診を し排卵 誘発剤の 投与を 受 け て も，

患者によっ て負担が違うとか，同じ患者で もそ の周期に体外受精 を予定 してい るか否 かに

よ っ て負担が変わ るな どの矛盾が おこ る．また ， すべて 自費診療で ある ため ， その 費用 が

施設によっ て大 きく異なるとい う問題もある．多額の 費用 を助要 とする 体外受精の 恩恵は，

現在の と ころ，経済的 に余裕の ある 夫婦 に限られ て しま っ てい る．

一
　国際不妊学会 において体外受精 ・胚移植に つ い て世界各国の規 定 ・倫理基準を収集 した

際 ， 他国 の膨大な資料 に比べ，日本で は日本産科婦人科学会の会告のみ で あっ た とい う．

今年にな っ て 日本不妊学会倫理委員会が，　
「

新 し い 生殖医療技術 の ガ イ ドライ ン 」 を発行

する予定 であ る．いすれ に せよ 前述した よう に ， 日本で は 学会のガイ ドラ イン の他 には法

律的な規制も な く，不妊治療における 医師の責任は重 大 で ある．しか し倫理的問題 は，当

事者 で あ る医 師と患者が納得 して いれ ばよい と いう問題で はない．日本産科婦人科学会の

「

体外受精 ・胚移植に関する見解 」 に
「

本法実施の重要性に鑑み ， そ の施行機関は 当事者

以外の 意見
・
要望 を聴 取 する 場を 必要 に応 じ て 設け る 」 と して い る よう に，医 師は 自身の

責任を受けとめ るの みな ら す， 広く
一般社 会の意見 に も耳 を傾け なけ れ ばな らな い，
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